
申請はお済みですか？

令和５年度児童クラブの登録受付
受付期間▶２月７日㈫まで（土日祝日除く）
※受付期間厳守でお願いします。
受付場所▶子育て支援課（郵送可）
持　①登録申請書②家庭状況調査書③就労証明書等④児童クラブ
利用に関する留意事項兼同意書

※③が２月７日㈫までに提出できない場合は、①②④を２月７日
㈫までに提出し、③は２月20日㈪までに必ず提出してください。

　その際、①に対象者の続柄を記入してください。
※詳しくは、町ホームページをご覧ください。
問　子育て支援課＊２１６０

春休み期間限定利用
児童クラブの登録受付

　春休み期間のみ児童クラブを利用する方の登録申請を受け付け
ます。
受付期間▶２月１日㈬～20日㈪（土日祝日除く）
※受付期間厳守でお願いします。
受付場所▶子育て支援課（郵送可）
持　①登録申請書②家庭状況調査書③就労証明書等④児童クラブ
利用に関する留意事項兼同意書⑤児童クラブ利用延長申請書
（延長希望者のみ）
※書類は子育て支援課で配布します。また、町ホームページから
ダウンロードできます。
対　令和５年度新１年生、現在の１～６年生
利用期間▶３月22日㈬～給食が始まる日の前日まで
※新１年生は４月１日㈯から給食が始まる日の前日まで
※現在の６年生は３月22日㈬～31日㈮の利用期間となります。
その他▶児童クラブ施設内での感染症拡大防止の観点からも、自
宅での保育が可能な方は、児童クラブの利用自粛にご協力をお
願いします。
問　子育て支援課＊２１６０

定期予防接種の対象の方へ

期限が迫っています。
接種はお早めに！！

接種期間▶３月31日㈮まで
■申　直接医療機関に予約
■場　町内医療機関
※町外医療機関で接種希望の場合は、健康増進課にお
問い合わせください。

■対　平成28年４月２日～平成29年４月１日生まれのお
子さん
接種回数　１回
■費　無料

■対
　65歳：昭和32年４月２日～昭和33年４月１日生まれ
　70歳：昭和27年４月２日～昭和28年４月１日生まれ
　75歳：昭和22年４月２日～昭和23年４月１日生まれ
　80歳：昭和17年４月２日～昭和18年４月１日生まれ
　85歳：昭和12年４月２日～昭和13年４月１日生まれ
　90歳：昭和７年４月２日～昭和８年４月１日生まれ
　95歳：昭和２年４月２日～昭和３年４月１日生まれ
　100歳：大正11年４月２日～大正13年４月１日生まれ
※すでに成人用肺炎球菌ワクチンを接種した方は、対
象外となります。
接種回数　1回のみ
■費　2,500円

麻しん風しん２期

高齢者肺炎球菌

令和４年度子育て世帯への
生活支援特別給付金

　新型コロナウイルス感染症による物価高騰などに直
面する低所得者の子育て世帯に対し、生活支援として
５万円を支給しています。
申請期限▶２月28日㈫まで（郵送の場合必着）
※支給要件など、詳しくは町ホームページをご覧くだ
さい。

申・問　子育て支援課＊２１６０

◀ひとり親世帯向け ◀ひとり親以外の
　世帯向け

学校給食費の
負担軽減事業
　電力・ガス・食料品などの
価格が高騰する中で、保護者
の経済的負担の軽減を目的と
して、令和５年１月～３月の学校給食費を免除し
ます。
申請期限▶２月28日㈫まで
※詳しくは、『広報いな』１月号または
町ホームページをご覧ください。
問　学校教育課＊２５３３

内…内容　日…日時　場…場所　対…対象　定…定員　持…持ち物
費…費用・参加費（記載のないものは無料）　申…申込み　問…問合せ

申告はお早めに 町・県民税申告受付期間　２月17日㈪～３月13日㈮

町・県民税（住民税）、所得税  の申告の時期になりました
町・県民税（住民税）の申告 所得税の確定申告

申告する必要がある方

申告する必要がない方
次のいずれかに該当する方
①税務署へ確定申告書を提出する方
②給与のみの所得で勤務先から役場に給与支払報告書の提出がある方
③公的年金収入のみの方で、控除等の追加のない方

町・県民税（住民税）の申告受付日程（受付時間９時～15時30分、土日祝日は除く）

お願い
駐車場には限りが

あります。車のご利
用はなるべくご遠慮
ください。

町・県民税
（住民税）の
申告について
■問　税務課
　　＊２１５２

　町・県民税（住民税）の申告は、保育所入所、年金、公営住宅入居や事業資金等の申請などの各種証
明の基礎資料になりますので、必要な方は忘れずに申告してください。

　住民税の申告を町内各地で下記日程のとおり受け付けますので、なるべく指定された日に申告していただくようお願いし
ます。また、指定された日に都合がつかない方も、申告受付期間内（土日祝日は除く）にお早めに申告をしてください。

　令和２年１月１日現在、町内に住んでいて（住民登録の有無に関係なく実際に町内に住んでいる方）令
和元年中に所得があり、次のいずれかに該当する方
①給与所得者で、勤務先から役場に給与支払報告書が提出されない方
②令和元年中に会社退職などにより、年末調整を受けていない方
③公的年金以外の雑所得、一時所得、事業所得等の所得がある方
④医療費、雑損、寄附金などの各種控除を受けようとする方

※所得がなかった方や療養中であった方でも、税法上の扶養になっていない方は、申告をしてください。
※税の証明書が必要な方は、申告をしてください。

▶受付期間　２月17日㈪～３月16日㈪（土・日曜日は除く）

▶受付場所　上尾税務署

電子申告をご利用ください 青色申告書納税相談会

日　３月２日㈪・３日㈫９時30分～12時、
　　13時30分～15時30分
場　商工会館

内　納税相談（確定申告書受理）

７２２－３７５１問　伊奈町商工会

所得税の申告等問合せ・申告書郵送先
上尾税務署 〒３６２－８５０４ 上尾市大字西門前５７７

７７０－１８００（自動音声案内）

※２月24日（月・休）および３月１日㈰に限り、申告書の収受等の受付を実施します。なお、当日は混雑が予想
されますので、あらかじめご承知おき願います。（現金納付の窓口業務は行いません。）

　国税庁ホームページの「確定申告書等作成
コーナー」は、画面の案内に従って金額等を
入力するだけで、自動計算で確定申告書を作
成することができます。作成した申告書は、
印刷して郵送等により税務署に提出すること
や、ｅ－Ｔａｘでそのまま送信（事前準備が
必要）することができますので、ぜひご利用
ください。

○白色申告者で事業所得（営業や農業等）、不動産所得、山林所得のある方は、必ず収支内訳書を添付してく
ださい。
○土地、建物、株式等の譲渡、贈与および消費税等については、直接上尾税務署に申告してください。
　申告について詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。

申告に必要なもの
①マイナンバー確認書類
　個人番号カード、個人番号通知カード、住民票
（マイナンバーの記載があるもの）のいずれか
１点

②本人確認書類
　次のいずれかをご提示ください。
○１点でよいもの▶個人番号カード、運転免許
証、パスポート、障害者手帳　等
　※個人番号通知カードは本人確認書類として
　使用できません。

○２点必要なもの▶健康保険証、年金手帳、介
護保険証、社員証、学生証　等

③給与・年金の源泉徴収票
④印かん（認印で可）
⑤健康保険、国民年金、生命保険、介護医療保険、
個人年金、地震保険料（旧長期損害保険料を含
む）等の支払証明書や控除証明書
⑥寄附金の受領書・証明書等
⑦障がいの程度を証明するものや証明書（障害者手
帳・療育手帳・障害者控除対象者認定書等）
⑧その他の収入や支出金額のわかる帳簿・書類等
※申告書は受付会場に用意してあります。

い
い
え

はい

い
い
え

はい

はい

い
い
え

いいえ

いいえ

はい

は
い

は
い

いいえ

あなたは必要？住民税・所得税の申告

※収入が障害者年金、遺族
年金のみの方は、「いいえ」
に進んでください。

※給与所得者（会社員等）
以外の方は「いいえ」に進
んでください。

税務署
確定申告する必要
があります。

※１　令和２年１月１日現在伊奈町以外に住んでいた方は、その住ん
　　　でいた市区町村に住民税の申告をしてください。

いいえはい

給与以外の所得が20万円
を超えますか？

会社からもらう給
与のほかに、配当、
不動産所得、報酬、
年金などがありま
すか？

スタート 給与所得者（会社
員等）の方は勤務
先から伊奈町に給
与支払報告書が提
出されますか？

平成31年１月１日から
令和元年12月31日まで
に収入がありますか？
（給与・事業所得・年
金・譲渡所得等）

町・県民税（住民税）の申告は不要です。
（ただし、収入がない方でも収入ゼロ
が記載された所得証明書等が必要な方
は、申告が必要です。）

伊奈町にお住まいで、年
末調整が済んでいる方の
扶養家族となっていまし
たか？
または、確定申告する方
の扶養家族として申告を
する予定がありますか？

税務署に確定申告
をしますか？

伊奈町（町・県民税（住民税）の申告）
あなたは伊奈町※１に町・県民税（住民税）の申告をす
る必要があります。申告受付期間内に申告を済ませま
しょう。申告書は、税務課および申告会場に用意して
あります。（郵送での提出も受付可。ただし、押印・
記入もれがないようご注意ください。）

定　各回６名

▲新型コロナワクチン接種
　についてのお知らせ

新型コロナワクチン接種関連情報 要事前予約

　現在実施している新型コロナワクチンの接種対象者と接種を受けられるワクチンの種類は、表のとおりで
す。接種を希望される場合は、接種券に同封しているお知らせをよく読み、予約してください。

ワクチン接種の対象者などについて

　新型コロナワクチン接種は、ご自身だけではなく、大切な方を守ることにつながり
ます。公式に発表された情報に基づき、ワクチン接種をご検討ください。国の事業に
よる公費接種は、令和４年度末（令和５年３月31日）で終了する予定です。
　なお、新型コロナワクチン接種は強制ではありません。接種を受けていない方に接種を強制したり、差別
をしたりすることがないよう、お互いへの理解を深め、思いやりのある言動をお願いします。

★接種済証明書については、町ホームページをご覧ください。
★新型コロナワクチン接種については、町コールセンターにお問い合わせください。

新型コロナワクチンの接種券について
　オミクロン株対応２価ワクチンの接種には、接種券が必要です。これまでに町が発行した未使用の新型コ
ロナワクチンの接種券がお手元にある場合（接種を受けた記録が町に届いていない場合を含む）、新たな接
種券は発行しません。お手元の接種券を使用して、接種を受けてください。
　なお、紛失などの場合は再発行しますので、町ホームページから申請してください。

問　新型コロナワクチン接種の  予約  などの窓口
　　伊奈町新型コロナワクチン接種コールセンター　蕕７９７－８１００

新型コロナワクチンに関する厚生労働省電話相談窓口
厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター（多言語対応あり）
蕕０１２０－７６１－７７０
（９時～21時、土日祝日可）

重い副反応などの症状が現れたら
埼玉県新型コロナワクチン専門相談窓口
蕕０５７０－０３３－２２６
（24時間対応、土日祝日可）

①インターネットでの予約
　（24時間受付）
②電話での予約
　平　日：９時～17時
　土曜日：９時～13時
　蕕７９７－８１００
③窓口での予約
　平日のみ：９時～17時

※②③は町コールセンターで受け付けます。
※12歳以上のオミクロン株対応２価ワクチンの接種には２種類のワクチンを
使用します。国からの供給状況により使用するワクチンが異なります。
※午前中は、電話がつながりにくい場合があります。つながらない場合は、
時間をおいておかけ直しください。
※窓口は、混雑状況によりお時間をいただく場合があります。
※接種医療機関での予約受付は行っていません。
※予約受付に関する最新情報は、町ホームページなどでお知らせしています。

予約方法

※オミクロン株対応２価ワクチンの接種が受けられるのは、１人１回限りです。
※接種を受けるには予約が必要です。接種券が届いてから予約してください。
※接種券はそれぞれ対象となるころに発送します。（乳幼児は請求された方のみ）
 （乳幼児用ワクチン接種を希望する方は接種券の送付請求をしてください。）
※接種券が届かない場合は、町新型コロナワクチン接種コールセンターにお問い合わせください。
※オミクロン株対応２価ワクチン（モデルナ）の接種量は0.5mlです。
※12歳～17歳の方もオミクロン株対応２価ワクチン（モデルナ）での接種を受けられるようになりました。
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申告はお早めに 町・県民税申告受付期間　２月17日㈪～３月13日㈮

町・県民税（住民税）、所得税  の申告の時期になりました
町・県民税（住民税）の申告 所得税の確定申告

申告する必要がある方

申告する必要がない方
次のいずれかに該当する方
①税務署へ確定申告書を提出する方
②給与のみの所得で勤務先から役場に給与支払報告書の提出がある方
③公的年金収入のみの方で、控除等の追加のない方

町・県民税（住民税）の申告受付日程（受付時間９時～15時30分、土日祝日は除く）

お願い
駐車場には限りが

あります。車のご利
用はなるべくご遠慮
ください。

町・県民税
（住民税）の
申告について
■問　税務課
　　＊２１５２

　町・県民税（住民税）の申告は、保育所入所、年金、公営住宅入居や事業資金等の申請などの各種証
明の基礎資料になりますので、必要な方は忘れずに申告してください。

　住民税の申告を町内各地で下記日程のとおり受け付けますので、なるべく指定された日に申告していただくようお願いし
ます。また、指定された日に都合がつかない方も、申告受付期間内（土日祝日は除く）にお早めに申告をしてください。

　令和２年１月１日現在、町内に住んでいて（住民登録の有無に関係なく実際に町内に住んでいる方）令
和元年中に所得があり、次のいずれかに該当する方
①給与所得者で、勤務先から役場に給与支払報告書が提出されない方
②令和元年中に会社退職などにより、年末調整を受けていない方
③公的年金以外の雑所得、一時所得、事業所得等の所得がある方
④医療費、雑損、寄附金などの各種控除を受けようとする方

※所得がなかった方や療養中であった方でも、税法上の扶養になっていない方は、申告をしてください。
※税の証明書が必要な方は、申告をしてください。

▶受付期間　２月17日㈪～３月16日㈪（土・日曜日は除く）

▶受付場所　上尾税務署

電子申告をご利用ください 青色申告書納税相談会

日　３月２日㈪・３日㈫９時30分～12時、
　　13時30分～15時30分
場　商工会館

内　納税相談（確定申告書受理）

７２２－３７５１問　伊奈町商工会

所得税の申告等問合せ・申告書郵送先
上尾税務署 〒３６２－８５０４ 上尾市大字西門前５７７

７７０－１８００（自動音声案内）

※２月24日（月・休）および３月１日㈰に限り、申告書の収受等の受付を実施します。なお、当日は混雑が予想
されますので、あらかじめご承知おき願います。（現金納付の窓口業務は行いません。）

　国税庁ホームページの「確定申告書等作成
コーナー」は、画面の案内に従って金額等を
入力するだけで、自動計算で確定申告書を作
成することができます。作成した申告書は、
印刷して郵送等により税務署に提出すること
や、ｅ－Ｔａｘでそのまま送信（事前準備が
必要）することができますので、ぜひご利用
ください。

○白色申告者で事業所得（営業や農業等）、不動産所得、山林所得のある方は、必ず収支内訳書を添付してく
ださい。
○土地、建物、株式等の譲渡、贈与および消費税等については、直接上尾税務署に申告してください。
　申告について詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。

申告に必要なもの
①マイナンバー確認書類
　個人番号カード、個人番号通知カード、住民票
（マイナンバーの記載があるもの）のいずれか
１点

②本人確認書類
　次のいずれかをご提示ください。
○１点でよいもの▶個人番号カード、運転免許
証、パスポート、障害者手帳　等

　※個人番号通知カードは本人確認書類として
　使用できません。

○２点必要なもの▶健康保険証、年金手帳、介
護保険証、社員証、学生証　等

③給与・年金の源泉徴収票
④印かん（認印で可）
⑤健康保険、国民年金、生命保険、介護医療保険、
個人年金、地震保険料（旧長期損害保険料を含
む）等の支払証明書や控除証明書
⑥寄附金の受領書・証明書等
⑦障がいの程度を証明するものや証明書（障害者手
帳・療育手帳・障害者控除対象者認定書等）
⑧その他の収入や支出金額のわかる帳簿・書類等
※申告書は受付会場に用意してあります。

い
い
え

はい

い
い
え

はい

はい

い
い
え

いいえ

いいえ

はい

は
い

は
い

いいえ

あなたは必要？住民税・所得税の申告

※収入が障害者年金、遺族
年金のみの方は、「いいえ」
に進んでください。

※給与所得者（会社員等）
以外の方は「いいえ」に進
んでください。

税務署
確定申告する必要
があります。

※１　令和２年１月１日現在伊奈町以外に住んでいた方は、その住ん
　　　でいた市区町村に住民税の申告をしてください。

いいえはい

給与以外の所得が20万円
を超えますか？

会社からもらう給
与のほかに、配当、
不動産所得、報酬、
年金などがありま
すか？

スタート 給与所得者（会社
員等）の方は勤務
先から伊奈町に給
与支払報告書が提
出されますか？

平成31年１月１日から
令和元年12月31日まで
に収入がありますか？
（給与・事業所得・年
金・譲渡所得等）

町・県民税（住民税）の申告は不要です。
（ただし、収入がない方でも収入ゼロ
が記載された所得証明書等が必要な方
は、申告が必要です。）

伊奈町にお住まいで、年
末調整が済んでいる方の
扶養家族となっていまし
たか？
または、確定申告する方
の扶養家族として申告を
する予定がありますか？

税務署に確定申告
をしますか？

伊奈町（町・県民税（住民税）の申告）
あなたは伊奈町※１に町・県民税（住民税）の申告をす
る必要があります。申告受付期間内に申告を済ませま
しょう。申告書は、税務課および申告会場に用意して
あります。（郵送での提出も受付可。ただし、押印・
記入もれがないようご注意ください。）

定　各回６名

▲新型コロナワクチン接種
　についてのお知らせ

新型コロナワクチン接種関連情報 要事前予約

　現在実施している新型コロナワクチンの接種対象者と接種を受けられるワクチンの種類は、表のとおりで
す。接種を希望される場合は、接種券に同封しているお知らせをよく読み、予約してください。

ワクチン接種の対象者などについて

　新型コロナワクチン接種は、ご自身だけではなく、大切な方を守ることにつながり
ます。公式に発表された情報に基づき、ワクチン接種をご検討ください。国の事業に
よる公費接種は、令和４年度末（令和５年３月31日）で終了する予定です。
　なお、新型コロナワクチン接種は強制ではありません。接種を受けていない方に接種を強制したり、差別
をしたりすることがないよう、お互いへの理解を深め、思いやりのある言動をお願いします。

★接種済証明書については、町ホームページをご覧ください。
★新型コロナワクチン接種については、町コールセンターにお問い合わせください。

新型コロナワクチンの接種券について
　オミクロン株対応２価ワクチンの接種には、接種券が必要です。これまでに町が発行した未使用の新型コ
ロナワクチンの接種券がお手元にある場合（接種を受けた記録が町に届いていない場合を含む）、新たな接
種券は発行しません。お手元の接種券を使用して、接種を受けてください。
　なお、紛失などの場合は再発行しますので、町ホームページから申請してください。

問　新型コロナワクチン接種の  予約  などの窓口
　　伊奈町新型コロナワクチン接種コールセンター　蕕７９７－８１００

新型コロナワクチンに関する厚生労働省電話相談窓口
厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター（多言語対応あり）
蕕０１２０－７６１－７７０
（９時～21時、土日祝日可）

重い副反応などの症状が現れたら
埼玉県新型コロナワクチン専門相談窓口
蕕０５７０－０３３－２２６
（24時間対応、土日祝日可）

①インターネットでの予約
　（24時間受付）
②電話での予約
　平　日：９時～17時
　土曜日：９時～13時
　蕕７９７－８１００
③窓口での予約
　平日のみ：９時～17時

※②③は町コールセンターで受け付けます。
※12歳以上のオミクロン株対応２価ワクチンの接種には２種類のワクチンを
使用します。国からの供給状況により使用するワクチンが異なります。
※午前中は、電話がつながりにくい場合があります。つながらない場合は、
時間をおいておかけ直しください。
※窓口は、混雑状況によりお時間をいただく場合があります。
※接種医療機関での予約受付は行っていません。
※予約受付に関する最新情報は、町ホームページなどでお知らせしています。

予約方法

※オミクロン株対応２価ワクチンの接種が受けられるのは、１人１回限りです。
※接種を受けるには予約が必要です。接種券が届いてから予約してください。
※接種券はそれぞれ対象となるころに発送します。（乳幼児は請求された方のみ）
 （乳幼児用ワクチン接種を希望する方は接種券の送付請求をしてください。）
※接種券が届かない場合は、町新型コロナワクチン接種コールセンターにお問い合わせください。
※オミクロン株対応２価ワクチン（モデルナ）の接種量は0.5mlです。
※12歳～17歳の方もオミクロン株対応２価ワクチン（モデルナ）での接種を受けられるようになりました。

対象年齢 接種の種類 町内で接種を受けられる
ワクチンの種類

６か月～４歳
（�生後６か月の前日から�
5歳の誕生日の前々日まで）

初回接種（１～３回目） 乳幼児用ファイザー

５歳～11歳
（�５歳の誕生日の前日から�
12歳の誕生日の前々日まで）

初回接種（１回目・２回目）
小児用ファイザー追加接種（３回目）

※２回目の接種日から５か月経過後。

12歳以上
（12歳の誕生日の前日から）

初回接種（１回目・２回目） 起源株ファイザー
追加接種（３～５回目）
※前回の接種から３か月経過後。
※�初回接種を完了している12歳以上の方でオミクロン株
２価ワクチン接種を受けていない方が対象。

オミクロン株ファイザー
オミクロン株モデルナ
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